
○根室市花咲線普及促進活動助成金交付要綱 

平成30年７月１日訓令第40号 

改正 

平成31年３月29日訓令第21号 

令和２年６月１日訓令第40号 

令和６年２月27日訓令第４号 

根室市花咲線普及促進活動助成金交付要綱 

根室市花咲線普及促進活動助成金交付要綱（平成30年根室市訓令第34号）の全部を改正

する。 

（通則） 

第１条 根室市花咲線普及促進活動助成金の交付については、根室市補助金等交付規則

（昭和50年根室市規則第31号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱

の定めるところによる。 

（目的） 

第２条 この要綱は、根室本線花咲線（以下「花咲線」という。）をかけがえの無い生活

産業基盤の一つとして地域全体で認識し、花咲線普及のために地域の団体が行う利用促

進や魅力向上等につながる取組みに対して、予算の範囲内で活動助成金を交付すること

により、花咲線を地域で支える機運醸成に向けた活動を促進することを目的とする。 

（助成対象者） 

第３条 助成金の交付対象となる者は、根室市に居住するものが主体となって運営され、

根室市内に本拠を置く団体とする。 

（助成対象事業等） 

第４条 助成対象事業は、市長が花咲線普及のために利用促進や魅力向上等につながると

認めた事業とし、予算の範囲内で助成対象事業費の全部または一部を助成する。 

２ 助成額の上限は40万円とする。 

３ 助成対象となる事業及び経費は、別表に掲げるとおりとする。 

（交付の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする団体は、根室市花咲線普及促進活動助成金交付申

請書（別記第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて市長へ提出しなければならな

い。 



(１) 事業計画書（別記第２号様式） 

(２) 事業収支予算書（別記第３号様式） 

(３) 団体概要書（別記第４号様式） 

(４) 団体規約（様式任意） 

(５) 団体構成員名簿（様式任意） 

（交付の決定） 

第６条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査により、当該

申請の内容を調査し、適当と認めたときは、交付決定通知書（別記第５号様式）により

団体に通知するものとする。 

（助成事業の内容の変更） 

第７条 規則第６条第１項第１号及び第２号に定める軽微な変更とは、次のとおりとする。 

(１) 第１号にあっては、助成対象経費の費目間における10％未満の変更 

(２) 第２号にあっては、当該事業の目的に変更をきたさない場合で、その事業量又は

事業費についての10％未満の変更 

（実績報告） 

第８条 助成金の交付を受けた者は、対象事業が完了したとき（助成事業の廃止の承認を

受けたときを含む。）は、速やかに事業実施報告書（別記第６号様式）に次の各号に掲

げる書類を添えて市長へ提出しなければならない。 

(１) 事業実績書（別記第７号様式） 

(２) 事業収支決算書（別記第８号様式） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、事業実施が確認できる資料 

（助成金の額の確定等） 

第９条 市長は、前条の実績報告の書類の提出を受けた場合において、当該報告書等の書

類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る交付決定の内容に適

合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金の額の確定通知書（別

記第９号様式）により当該団体に通知するものとする。 

 

 

 

 



（交付決定の取消及び助成金の返還） 

第10条 申請者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、市長は申請者に対

し助成金の全部または一部の返還を命ずることができる。 

(１) 虚偽の申請等、不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

(２) この要綱に定める事項に違反したとき 

（その他） 

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成31年３月29日訓令第21号） 

この訓令は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年６月１日訓令第40号） 

（施行期日等） 

１ この訓令は、公布の日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の根室市人づくり・まちづくり補助金交付要綱、第２条の

規定による改正後の根室市花咲線普及促進活動助成金交付要綱及び第３条の規定による

改正後の根室市Ｊａｚｚ文化発信活動助成金交付要綱は、令和２年４月１日から適用す

る。 

附 則（令和６年２月27日訓令第４号） 

この訓令は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

助成対象事業及び経費 

№ 助成対象事業 助成対象経費 

１ 

 

ボランティア活動事業（駅前の除

雪、駅内外の清掃、美化活動） 

・ビニール袋、スコップ等の購入費 

・花や苗木等の購入費 

２ 

 

花咲線普及イベント実施事業 

（シンポジウム、フォーラム、花

咲線を利用したツアー、フォトコ

ンテスト、駅構内展示会、駅舎等

の見学会、花咲線沿線マップの作

成、市外イベントへの参加） 

・ポスター、チラシ、しおり、パンフレッ

ト、マップ、のぼり等の作成費 

・講師、司会、ガイド等の謝金及び旅費 

・開催地までの往復旅費及び宿泊費等 

・会場借上料 

・自動車借上料 

・花咲線の普及啓発物品代金及び作成費 



別記第１号様式 

 



別記第２号様式 

 



別記第３号様式 

 



別記第４号様式 

 



別記第５号様式 

 



別記第６号様式 

 



別記第７号様式 

 



別記第８号様式 

 



別記第９号様式 

 


